
岡山ため池保全管理サポートセンターの概要

１ 概要

ため池を利用する農家の高齢化や減少により、日常の管理や点検に支障が生じ
ており、これらを指導する市町村の技術職員も不足

管理者による適正な保全管理と安全対策の取組を支援するため、専門技術者に
よる相談対応や現場指導等の窓口として、岡山県がサポートセンターを設置

運営は、岡山県土地改良事業団体連合会に委託

岡山県

岡山県土地改良事業団体連合会

岡山ため池保全管理サポートセンター

委託 ５名（技術系）

岡山県 ため池数：9,135か所（全国第４位）
※ R7.4 現在

岡山ため池保全管理サポートセンター
（岡山県土地改良事業団体連合内）

２ 活動内容

① ため池管理者からの相談対応（電話・現地）

※令和元年５月設置

② 巡回相談会及び研修会の開催

③ 具体的な対策の提案と地元合意形成の支援

市町村や農家など管理者からの相談に電話で対応する
とともに、必要に応じて現地確認を行い、対処方針や
今後の管理方針等を指導

県内の地域ごとに巡回相談会を実施するとともに、ため池関係業務に
従事する行政職員やため池管理者を対象とした研修会を開催

電話での相談対応 現地指導

研修会の開催

地元説明の支援 具体的な提案＜ 活動のイメージ図 ＞
ため池管理者

水利組合、個人など 市 町 村

具体的な提案と地元合意形成の支援

・巡回相談
・研修会

・具体的な対策の提案《 改修、廃止、低水管理など》
・概略図面・概算費用の算定《提案した結果、ハード対策を進めるもの》
・地元説明に同席し、技術的な説明について市町村をフォロー

働きかけ

管理者による適正管理
(低水管理・日常点検など)

ため池の改修 ため池の廃止

相談対応

・電話相談
・現地指導

研修会

サポートセンター

劣化状況、豪雨耐性評価の結果から、危険度の高い防
災重点農業用ため池について、具体的な対策を提案し、
市町の行う地元説明に同席するなど、事業化に向けた
地元合意のプロセスにおいても市町村を支援


	
	01_R7農林公共執行方針案【溶け込み】
	02_R7農林公共執行方針（技術担当事務連絡）
	02-1_【最終】令和７年度土木事業執行方針
	03_R7入札・契約制度見直し（お知らせ）） 
	04_お知らせ（決裁区分等の引上げ）
	05_少額随契の基準額の見直し
	地方自治法施行令の一部を改正する政令案の概要（抜粋）
	
	/
	〇　地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抄）（本則関係）【公布日、令和七年四月一日、令和七年六月一日施行】
	〇　地方公営企業法施行令（昭和二十七年政令第四百三号）（抄）（附則第二項関係）【令和七年四月一日施行】
	〇　市町村の合併の特例に関する法律施行令（平成十七年政令第五十五号）（抄）（附則第三項関係）【令和七年四月一日施行】



	
	05_14緊急浚渫推進事業債における取扱いについて（周知）.pdf
	①（R7事務連絡）緊急浚渫推進事業債における取扱いについて（周知）.pdf
	②-5_(別添５)【ため池等】浚渫計画記載事項通知.pdf


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

